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第二次総合計画の策定について 

 
 
１ 目的 

  市では、平成18年度に策定した第一次総合計画（計画期間、平成19年度から平 

 成27年度）に基づき市政運営を進めているが、社会経済情勢の変化等に伴う新た 

 な課題等に対応するため、第二次総合計画の策定年度を１年前倒し、平成25年度 

 から策定作業に着手する。（平成26年９月に基本構想の議決を計画） 
 
２ 第二次総合計画の特色 

 ・平成23年10月に制定された自治基本条例に基づき、計画策定に多様な形での市 

  民の参加を求める。 

 ・市長の方針と計画を連動させ、高い実効性を確保するため、計画の期間を８年 

  間（基本計画は前後期各４年）とする。 

 ・直面している課題にスピード感を持って対応する「課題解決型の計画」とする 

  ため、庁舎内のプロジェクトチームや専門家等の意見を基に十分な課題の分析 

  と対応方針の協議を行う。 
 
３ 策定手法 

 (1) 市内団体との意見交換会（全15回程度開催） 

   期間：平成25年７月から９月 

   概要：市内団体を分野別に分けて開催。「住みたいまちの姿」等をテーマとし 

      たワークショップを通じて、様々な立場の意見を収集する。  
   
 (2) 市民意識調査 

   期間：平成25年７月 

   概要：市民1,400人を抽出してアンケートを実施。内容は、毎年同項目として 

      いるが今回は総合計画策定に係る項目を追加する。 

  

 (3) 庁舎内における重点課題解決のためのプロジェクトチーム 

   期間：平成25年６月から平成26年３月 

   概要：部を越える政策的な課題（既存の枠組みがあるものを除く）ついて、 

      部課長を中心としたチームで課題分析や具体的な取り組みなどを検討 

      ※(1)、(2)と並行し、その内容と整合を取りながら進める。 

  →(1)～(3)結果は市民討議資料（計画策定における基礎資料）としてまとめる。 
  
 (4) 市民討議会（全５回程度開催） 

   期間：平成25年11月から平成26年２月 

   概要：市内の団体等から選抜した固定メンバーにより、「市民討議資料」の内 

      容の精査や優先順位などの議論を基に具体的な計画案を組み立てる。 
 
 ※ 総合計画策定に係る諮問機関である牧之原市総合計画審議会（平成25年５月 

  20日に総合計画策定を諮問）については、平成25年度中に５回の開催を予定。 
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第二次総合計画策定に係る市内団体との意見交換会スケジュール 

 第二次総合計画の策定に当たり、市民の多様な意見を把握し、計画策定の基礎資料とす

るため、市民団体を分野別に分けて意見交換会を開催する。 

 ※参加者は各団体への依頼、広報誌等による募集などを通じて集める。 
    

月日 時間 会場 分野 

７月 10 日（水） 午後１時 30 分～ 
相良史料館 

２階ホール 

産業① 

（産業、労働、消費者等の団体）

16 日（火） 午後７時～ 
市役所榛原庁舎 

４階会議室 

教育文化① 

（学校、教育、文化等の団体） 

17 日（水） 午後１時 30 分～ 
市役所榛原庁舎 

４階会議室 
産業② 

23 日（火） 午前 10 時～ 
市役所榛原庁舎 

４階会議室 

女性① 

（幼稚園、保育園の保護者） 

29 日（月） 午後３時～ 
市役所相良庁舎 

４階会議室 
企業（大手企業の従業員） 

31 日（水） 午後７時～ 
市役所相良庁舎 

４階会議室 
教育文化② 

８月５日（月） 午後７時～ 
市役所榛原庁舎 

４階会議室 

生活基盤① 

（消防、建設、環境等の団体） 

７日（水） 午後１時 30 分～ 
市役所榛原庁舎 

４階会議室 

健康福祉① 

（健康、福祉、医療等の団体） 

12 日（月） 午後１時 30 分～ 
相良史料館 

２階ホール 

行政経営① 

（自治会、総務、企画等の団体）

19 日（月） 午後７時～ 
市役所相良庁舎 

４階会議室 
健康福祉② 

28 日（水） 午後７時～ 
市役所榛原庁舎 

４階会議室 
健康福祉③ 

９月３日（火） 午後７時～ 
市役所相良庁舎 

４階会議室 
教育文化③ 

４日（水） 午後１時 30 分～ 

相良総合センター 

い～ら 

福祉団体活動室 

産業③ 

９日（月） 午後７時～ 
市役所相良庁舎 

４階会議室 
女性② 

11 日（水） 午後７時～ 
市役所相良庁舎 

４階会議室 
生活基盤② 

19 日（木） 午後１時 30 分～ 
市役所榛原庁舎 

４階会議室 
行政経営② 




